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ABSTRACT: The object of this research paper can be expressed as one simple question: In comparison 
with other prefectures, why are the Okinawa tombs much larger in size? The turしlebacktomb, one of 
the largest tomb types in Okinawa, is widely known to have been imported from China since the Modem 
period; ho,1・e1・er, there have been few studies made on the period of its 11.doption and its diffusion process 
in lhe Okinawa prefecture. This paper analyzes the historical records on tomb construction and discusses 
the background ofしhistomb type, focusing on the reorganization ofしheI¥lodern feudalism in the late 
17th century•, the pcnod in which the turtleback tomb had first appeared in Okmawa. 

l, 問題意識と分析方法

沖縄の墓は規校が大きい。県外出身者だけではなく、沖縄で牛まれ育ってきた者にとっても、この
ことは索朴な疑間であると息う 。沖縄県外で・般的に見られる石塔俗と辿い、沖縄の硲はり）Tiを漆喰
で固めた建造物そのものである。

このような、大規模な給は沖縄においていつ頃あらわれたのであろうか

現在、沖縄の代J<的な繕の一つである亀甲硲は他k.諸島で確認されていないにも拘わらず、沖縄全
域に分布している •Ji.実は、近Ill:以降に初めて他甲硲が県内で造媒されたということになるだろう 10 
しかし、この亀'I'緑の受容時期や晋及過程について休系的にまとめられた研究論文は、史料が稀少
であることもありほとんどない状況である。 このような楊合、どのような分析が有効であろうか＾
亀甲繕は近 1仕期に出現した俗であり、これを研究対象とするならば近 [II;の、特に出現期にスホット
を％てて論じなければならない＾具体的には17世紀後半の近 [It封建体制の再編期に注IJし、亀甲俗が
どのように受容され、その成立と展開に影閤を与えたのかという視点で造硲に関する史料を中心に論
述してみたい。

2. 最初の亀甲墓
亀甲俗は近litになって初めて確認される墓の形態の一つであり、その名称は浴屋根の形からきてい
るっ伊波普猷は、 !'I著の中で「カーミナクー」という力ばに則して「亀の甲悠」と湘いているが、現
化の学術論文では消皮に「亀甲墓」と記されることが多い この亀甲墓が出現したのは17批紀後半と
いわれている。それも首里石散にある伊江御殿の硲が最初のものであるという 。その根拠はどこから
きているのだろうか。

伊江御殿の硲を最初の(O.甲必と推定したのは東恩納党1がである'u束恩納は「伊江家伝」を引いて、
同家のイ情礼の俗を造ったのは 5世朝敷 (1635~1710)であり 、造墓にさきだって「タイ ロウ」 という
中国人の風水見に溢地を見てもらった、という伝承を紹介している これは東恩納が伝承を紹介 した
という形式であり、確実な史料であるとはいえないが、 「尚姓家諸 （伊i[家）」 のなかに伊江御殿の泌
について記録されている箇所がある。 6lit朝茄 0652~1710 ) の康熙26年 (1687 ) の項に ｀ 、
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本年父朝敷呈訥瑣地五端八畝二十三歩丁•西原間切儀保境内経営未成予継父之志修作墳蒻

而誌蔵「l択於勝地安？祖先則 f々 孫々自然栄昌然命述不常籾値衰微雖受肌寒之苦而軽惚

祖登放菓園地則不孝之罪不勝指屈突

とある。朝嘉が先代の拝領した墓地に造ったこと、造墓に際し風水 1 を見立てたこと
、勝地であるか

らf孫も自然に繁栄するであろうこと 、「肌寒之苦Jに見舞われたとしても墓を売ってはならないこ

と、が記されている。

この史料の造墓記録には、風水見である「タイロウ」の名はみえない。 しかし、造函
に際して風水

の勝地が選ばれたのは間違いないであろうから、亀甲墓に風水の思想が投影されてい
るといえるので

はないだろうか。

3. 墓地風水の伝来

そもそも風水は琉球にいつ伝米し、習及していったのか。都築品＋の一連の風水研究を
要約すれば、

沖縄の文献の中に風水という言業が姿をあらわし、琉球王府の事業、村落 ・墓地など
の立地に風水術

がIIJいられるのは、 17世紀後半に入ってからということになる 5。17世紀初頭、琉球 1潅国は島津藩の

似人をうけ 、 その統治下に人る。すでに 14 世紀中菓以来 、 琉球は H 本 • 朝鮮 ・中国 ・東南アジアを結

ぶ中継貿易を行っていたのであるが、その中継貿易において航海術、通訳などの役割
を担ったのは、

その前後に福建から琉球に渡米して久米村を• 居留地としていた中国人であった 。

中継貿易の衰退とともに久米村もさびれていたが、 17世紀以降の近世琉球の新休制の下で、
久米村

にI,り悩籍が設匹され、周辺の中国人、中同語に堪能な琉球人も唐営藉に編入されて久米
村の再編が行

われた 6 0 

こうして、唐営は進貢貿易に深く関与したばかりでなく、中国文化受容の担い手とも
なり、同時に

坑球」：：府内での地位も翡まっていったのではないだろうか。風水が唐営上族の千弟を
介して福州から

琉球へと伝えられたのは、こうした時代を背屎としていたのである。

この風水のなかで硲地風水はどのような位罹付けなのだろうか。私は「風水」につい
て論じること

「11本幅広く奥の深い学問の一分野だと認識しているし、全体像を把握するのは容易でないと思ってい

る しかし、あえて「風水」を学問として分頬すると、その構成は概ねく尋竜法＞＜
五星論 ・九星論

＞＜村落風水＞＜墓地風水＞＜屋敷風水＞にわけられる。必地風水は、死者の埋葬、
溢の造堂と修理

の際の「支による H選び、溢地の方位、亀甲硲の造営図面の作成等をおこなうものである ”。「
久米

村家譜」「首里家譜」の中には、ゑは地風水の西悪により家門の盛衰も生ずるというこ
と、隣地におけ

るIU畑や店の造営な ど ヒ木北業忌避、風水景観の渡持などの観念をみいだすことができる。

泌地風水、ひいては風水を受容した背訊に干府と久米村の関係があることを先に述べた
が、王］イiは

硲地風水をどのように受け止めていたのだろうか。特に大きな墓敷地を必要とする亀
巾墓と lll畑との

関係について、康熙36年 (1697)の「法式」では、幽地を牒業に差し障りのない土地に造るよう
一定

の制限が加え られた H。嘉炭14年 (1809)の「田地奉行規校帳」ではその制限はさらに厳しいも
のに

なっている。

臨所之儀、可成程先祖硲相用、新敷仕立不申候而、不叶節ハ、山林竿迦ヨリ敷場見立、

本地方へ致相談申出候ハヽ、奉行見分之上、諸上ハ拾弐間四間、町百姓六間四間、 針
図

仕付御印紙ヲ以テ作調サセ候事
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できるだけ先祖伝来の墓地を用い、新しいf,J地を造営するときには、植林や農耕に差し障りのない
土地を選んでその地の役人と相談した上、田地奉行の検分を受けること等々、がうたわれている。
このように、琉球の硲地風水には、村落移動と同様、 W畑との関係に相当の関心が払われてお り、
王府による制限が加えられていることがわかる。つまり、墓地風水は王府の制限の中で行わなければ
ならない学問であるという寸面をも っていた。

少なくとも、風水の本場福建や朝鮮でよくみられる硲地風水をめぐっての訴訟、紛争 （硲地争い）
が琉球では確認できないことからも、墓地風水は現実に則した風水術゜、あるいは琉球の事情に合わ
せてアレンジされた可能性があると考えられる。袋地風水は思想1針においてそれまでに琉球にイ'I=在し
た逍骨帷煎の観念に合致し、また実践面においても王府の、を向に対立 しない形でとりおこなわれてい
ることがわかる

4. 史料に見る造墓 ・墓の形態
亀甲ふこの造経に風水見が深く伐l与していることを前節で述べた。造硲に1周する史料としては先の伊
礼御殿の硲の記録をはじめ、十故件が知られている'"。この節では具志川御殿の繕、梁氏 （小宗梁邦
基）の硲、鄭姓 （小宗鄭士紳）の墓、具志川村西銘の仲村家の染の造硲記録を紹介する。亀甲秘の成
立 と朕1月を考えるうえでの）店本史料としたい。

［具志川御殿末吉の亀甲硲］

向姓具志川家は」:: fr; 勺詔威を先祖とし、歴代山北監守を勤めた。 8tll: 今帰仁按司朝又の時に肖里に
移住した。 9lit 今帰仁按司 ❖JJ 季 ( 1 679 ~ 1724)が西原間切木吉村にぷ/j・たに袋を造った 乾隆26年
(1761)に10iii: 今介，H-. 王 f朝忠、 (1701~ 1787)がこの硲地の永代私イiを 1:_府に展即、ヽ許されている l領
い出た分文湘の'lj'.しと硲図 （追硲史料・¥J.)) が 「向姓家，,,ui(具志川家）」 に載っている II。
造墓年代がは っきりしないが、 9 II卜朝1豆がこの似を造ったのは、 1691年 (8Ill: 朝又が死去した年）
から1724年 （朝季の死去した年）までの間ということになる。

靡氏 （小京梁邦基）の硲］

「梁氏家譜 （九ill;梁邦基）」 の11ill: 都辿巾梁延権 (1730~1785)の記録に、封肝 （造絡の晶録）が
ある。10軋中紙大夫梁鼎 0693~1739)が雉止11年 (1733)に得た浴地に、梁延権が乾陸18年 (1753)
に硲を造ったと記されている 封1:「の項には亀甲硲の裕図も載っている （造硲史料か） U
必の形態を見ると、ウーシ (1:...1)と袖石が明示されていることがわかる。庭囲いは左右の張り出し
だけである C 形態だけでなく、経室の構造を晶録しているこの史料は買屯である。
［鄭姓 （小宗 ~fi 」：紳 ） の硲］

r鄭姓家譜 （五 llt鄭士紳）」 にヒン プ ンのある ((l甲塔の墓図が確認できる 。 6世の祁沌勲
(1716-1779)の封1:「の項に、 「波上ift宮硲坐ヤ向乙 乾隆て十 一年丙戌＝月初八日鴻勲買之故記之為
以異日之証図見作森封肝」と記されている。次頁の造砒史料③は、 7世郊作‘森 (1737~1808)の封肝
のiじ緑である IJ 乾隆31年 (1766)に6世の郊鴻勲が必を買い、これに隣接する経を 7世邪作森が乾
隆59年 (1794)に買い、道光 2年 (1822)に二つの墓の間を仕切り対硲にした、というものである。
墓の位府は、 1766年に買った墓の場合、坐乍刑乙 （西北西を背にして東南東に向かう ）で、 1794年に
買った俗のほうは、坐戌向辰 （北西を一行にして南東に向かう ）である。この史料は、騒が不動産とし
て元買されていたことを伝えるものとして貸直である
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図1 亀甲墓造墓史料
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次の図 2は造硲史料 l. ② • ③でとりあげた亀甲硲の図を参照にして、ギ1tii略図にしてみたもので
ある。

A
 

B
 

c
 

図2 亀甲墓の平面略図

これらの平血図に共通する＇以索は亀甲の形と左右 l-1iijの張り出しである 個々に硲J利を辿べると、
梁氏（小＇ぶ梁邦晶）の俗は庭 1-JHいのなしヽA型、 J'.-志川御殿の木古の亀甲硲はBJ\(I であり、郊姓 （小~j{
~; I: 紳）の俗は C乃LJであるといえる A 刑は現在の打紋［によく見られる I\~式てあるという 庭圃いの

呪！式から衿えると、 B刃（!から C刑へと-rm移したことがわかる 俗庭にヒンフンを建てる C刑について
は福建て確認｀されておらす 、近!IL・址球におけるオリジナルタイフではないだろうか， また、造経史
料の年代と刑式学的検請から、 C刑がhi:も祈しいタイプであるといえる

［ク、米，1;,)Jし必）II付の仲村家の給］

統いて離島沢村への亀甲硲の将及を久米島具志川村仲村家の造硲史村を使ってみていくことにする

仲村家の塔について、 I・. 江洲均が「久米島の硲制に関する脊料_._題」の中で論述しているが、この
ぶしは見ぷ川村'['.j叶1]の小港松原にある 浴庭に「具志川I/fl切小泄松l以硲之碑」があり、碑文は Fのよ
うに記されている I 0 

予家枇世奉仕、受爵、然係支流之家、 n'li絡未之築店。康熙五十［［年丙'+'冬、進貞正誠人・
火木吉視‘ょst-_、赴中洋時、秤泊］：枇城泊、修丘船隻へ布 f、択必地子小港松原 之艮ill
坤向之募地也 越年rrM1-一月 I・JしLI起 lー．、全f'!i年戊戊正月、告成
) (ii'i・ 康熙五卜九年庚{-八}j古口、愚孫山城鏡分昌敷謹吃 ，

康煕55年 0716) にiけに進頁に行く途中の末，片視雲 I:(蜘址）に硲地を見ヽ［ててもらい、 J,j討歴56年
(1717) 11月に杓」｀．し、翌年 1月に竣工したことが刻まれている この史料は、酋里・那覇に亀甲必

が出現すると間もなく、地方役人f.；りも久米村風水見（ここでは木吉視戊 IJに依頼し、これを造るよ
うになったことを示している ｀特に、 1廿{-f進頁船が脊港した久米島ではいちはやく受容されたのて
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はないだろうか。

では、近世琉球全土のわたり亀甲墓は普及したのだろうか。亀甲墓の造墓紀年の上
限が明治年間と

いう村も、特に本島北部を中心に少なくない。国頭村字安波で最古の亀甲墓と
いえば、明治 6年

(1873) に造られたムラ墓である 。大宜味村字根路銘、名護市安和、幸喜で も明治期にな って
から亀

甲墓を造りだしたことが知られている 17'。

上の事例から推測できることは、まず中央である首里 ・那覇につながりのある地方
役人陪から亀甲

総を受容し、農民層にはかなりの時間をかけて徐々に広まったということ 、そして
亀甲墓を受容した

時期、その浸透度には地域差が著しいということである。

5. まとめ

亀甲墓と いう独特な墓の形態について、これまで造慕史料を中心に論述を試みてき
た。まず、先学

の風水研究を参考にし、蒻地風水は思想面においてそれまで琉球にあった遺骨炸重
の観念に合致し、

また実践面においても王府の意向に対立しない形でとりおこなわれていることを示
した。この墓地風

水によって受容された蒻が亀甲墓である。東恩納寛惇によ って最初の亀甲墓と推定
された伊江御殿の

邸は、「自然栄昌」の勝地が選ばれており、風水思想が投影されていることがわかる
。

具志川御殿の家譜をはじめとして 3つの造墓史料を例示し、亀甲墓の成立と展開を考える
うえでの

基本史料とした。大規模な墓仕立の際には、王府へ届け出る （許可制）ことや、 一
族の系図や履歴の

記録である「家諸」にこの造墓史料が記されていたことは、士族培の財産として亀
甲溢があっかわれ

ていたことを示すものである。

また、本島北部・周辺離島への亀甲溢の普及について、久米島の造蒻史科や民俗学
調査査料から、

免甲墓を受容した時期、その浸透度には地域差が著しいことを紹介した＂。

そもそも著者の「沖縄の溢はどうして大きいのか」という索朴な疑問を解明するた
めには、造涵史

料のみならず、 当時の人々が死者にたいしてどのような思いを抱いていたのかという
死生観の問題や、

硲の構造や立地条件など様々な視点が必要である ことを認識している。近年、沖縄
県内において数多

くの近世墓の発掘調査が実施されており、今後はその調査成果から得られた史資料
を含めて亀甲蒻の

受容時期を中心に論考を重ねていきたい。

（かわもと てつや：調査課主事）

註

l)琉球史において、 トカラ列島から与那国島まで「琉球文化阻」と定義され、共通する民俗事象
が多いことが指摘さ

れている。その中で（糾甲蒻が沖縄全域に分布しているのに対して、奄芙諸島以北で確認されていな
いのは、奄美諸

島が薩序の直轄領となった1609年以降に、 ((l,甲墓が中国からもたらされたと考えられるからである。

2)東恩納党惇「亀甲式袋と會得線」 「琉球新報」1月13日・ 14日 （琉球新報社 1956) 

「東恩納党1序全集 巻8」P285(第一害房 1980)所収。

3)「那覇市史 史科篇第1巻7 家諸;h科3」P329UJII覇市史編慕委員会編 1982) 

4)風水を定義づけるのは難しいが、都築品子は先学の諸研究を要約して「中国では、自然を 「気
」の流れる一個の生

命休とみなした。この気の流れは場所によ っては凝縮し或いは拡散する。人間もこの気の流れと相
互関係の中にあ

る。かくして、目に兄えぬ気の凝縮する地点を、自然の環境、屎観から見極める術が生ずる一風水
とは、狭義には

この術をさし、広義には自然の環境、景観に対する象徴的解釈の体系をさす。」としている。 都築
品子 「近世沖縄
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における風水の受容とその展開」「沖縄の風水」PJ5(・f河出版札 1990) 
5) j,i],it -I Pl7 

6) 坑球の対外貿易および久米村の歴史的変造については、，•,':jl'↓£1 ,1f「J允球の時代一人・いなる歴史像を求めて一」（筑
摩 1}/J} 1980)参照

7) H,:I: l P3i 

8)「法式l「沖縄肌史H 1fo近代 lJ P65、「Ill地伶行規校頓」「沖縄県史判 1i1f近代6」Pl121叶収
9 I f11J氏の嘉味田家は16oO年頃、風水師に依東(iして東風'fの直盛に必を移すが、往復にイ＜便なため、 20年後再度風水師
に依小([し、 r団に近し、tしfr]心の）＜逍に体を移している， シンホジウム1h島の俗」P9I
10)・f嗽令治．沖縄のtJl先祭祀』 2r,,:1 1 ,;,: 2節「亀甲紅」 P327

j l)イi亡父代1'り）以H¥Jり）木古村（＇り直 t地llllJ'J没：内絵図朱ヽ ）1之辿，k取岱1J:tr. 置(1文間、永々為硲
地破 Fl変が（｛・似、此旨illl披:;汁附{候、以,-.
¢糾釜．．い、年、や巴巳 今帰(:F. f-

「IJI濁 di史 史t'I・ぶi第1住7 裟冴tfll-3 」 P~,.J (IJ闘ldi史紺紅委員会甜 1982/ 
]2 ) ❖ 祉冷 1八年癸l勺槃仮r、1漬おW1E I・-tド癸lf:h. 月た父Jりi 卜限if!'Z地~~/.文袂間illi卒余If,逍

命令 r本年iUJ 起 r~JJ 培J杖1/~: I・II改葬先祖父I:}:先兄Ii.位霊柩，;，．叶似JIJrl後
布俗似恥糾‘元之悩,~'位に外（象神ru.,人Jlf玖）(ii妍l染}(後りりiiifrl'Lfi(/1, ・l'lUバi各{f. 小
床l廷H参丈：l(fh・・・J濶必丈玖尺両(-j'j築小石川
「)j闘訓史 史料篇第 lな6(i")J P7&5 lJl;:i)j,ti史編岱委員会叫 1982) 

13l ift Uk宮 :l)Hii(,;it,:鴻勲俗Ii.イitll分,k/.}対依故今叫之以杓後、iiF
I JJl¥¥,ll rli史 史料篇第 1谷6 (I")」P691(lJ罪liii史辺秘委員会糾 1%2 

11) 「中!Tl(/)亀'I噂は仙/iiにはその硲0)婢が建っているわけで、そこには出人り11は造られていません」北谷IIIJ教-({委
!l会 中付應氏の指摘 「シンポジウム1/J島の俗JP78 
15) J-.ir: 洲均 沖縄の社らしと民！し」（慶幻1:)

16) 「1巾り廿J;,t,」P130(j1J1「f'.J-J,甚lni紅委11会 1975) 参照
17)『沖縄民1谷 第 IO~J- 5 //,]徊記念り」 P57(琉球）ぐ?!(/谷/i/f究クラ ブ 1965) 
lh)窮古城辺Pl]'j・:友利• 砂川でも明治にはし‘つてから（釦I'ら匁を込りだしたことがXUられてしヽ る。fi,J,:lli
また、イi.h(島ではりと1:年'1D年 (1783)から亀甲らりか必られるようになったとしヽわれており比較的り八、時期に受容さた
硲も確認されてしヽる i{舎場永訓 「八屯山民俗心 I・在」 P621
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